
 

 

 

 

 

 認知症による徘徊高齢者が行方不明になったり、事故に遭うなどの事例が増えています。 

長い時間道に迷っていると、体力が消耗し衰弱したり、熱中症などによる脱水、転倒による骨折、交通事故

で命にかかわる危険があります。また、行方不明になってから時間が経つほど発見が困難になる場合がある

ので、早期に発見し保護することが大切です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

もし、行方不明になったら・・・ 

 

 

 

 

 

                                    問合せ先 六戸町介護高齢課 

０１７６－２７－６６８８   

徘徊が心配な方、事前登録をおすすめします！ 

事前登録とは 

徘徊高齢者等の情報を登録し

ておくことで、保護された時

に身元の確認が早くできま

す。 

登録するときに必要なもの 

・申請者の認印 

・登録者の介護保険証等、本人確認できるもの 

・登録者の最近の写真 

対象登録者   ・認知症等により徘徊するおそれのある 65 歳以上の方 

           ・若年性認知症等の方 

         ・ 

 

登録者の情報と写真を 

十和田警察署（生活安全

課）に情報提供します。 

すぐに十和田警察署に届けましょう 

電話２３－３１９５ 

六戸町防災メールで 

行方不明情報を配信できます 

町民の方へ発見・保護協力を依頼します 

 

登録者には下のキーホルダーを差し上げます 

    

 

 

 

 

 


